
今 回 の テ ー マ は 「 障 害 者 刑 事 弁 護 」 で す 。
　 障 害 の あ る 人 は 、 日 々 の 生 活 の 中 で 様 々 な 困 難 に 直 面 し て お り 、 場 合 に よ っ て は 、 そ の 困
難 が 刑 事 事 件 を 起 こ す 背 景 に な っ て し ま う こ と も あ り ま す 。 近 年 、 障 害 の あ る 被 疑 者 ・ 被 告
人 に 対 す る 支 援 の 必 要 性 に つ い て 、 司 法 ・ 福 祉 そ れ ぞ れ の 分 野 で 関 心 が 高 ま っ て い ま す 。
　 刑 事 弁 護 の 場 面 で は 、 依 頼 者 の 障 害 に 気 づ き 、 障 害 特 性 を 理 解 し た 上 で 依 頼 者 と コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン を 取 り 、 障 害 特 性 と 犯 行 の 関 係 を 検 討 す る と い っ た こ と が 必 要 と な り ま す 。 そ れ
だ け で な く 、 福 祉 関 係 者 と 連 携 し 、 依 頼 者 の 障 害 特 性 に 応 じ た 環 境 調 整 を 行 う 場 合 も あ り ま
す 。
　 今 回 の 刑 事 実 務 検 討 会 で は 、 当 事 務 所 の O B で あ り 、 障 害 者 刑 事 弁 護 の 第 一 線 で ご 活 躍 さ
れ て い る 山 田 恵 太 先 生 を お 招 き し 、 障 害 の あ る 人 の た め の 弁 護 活 動 の 特 徴 や 捜 査 ・ 公 判 に わ
た る 弁 護 活 動 に お い て 、 知 っ て お く べ き エ ッ セ ン ス に つ い て 基 礎 的 な 事 項 か ら 講 義 し て い た
だ き ま す 。

　 こ の 検 討 会 へ の 弁 護 士 ・ 法 曹 志 望 者 （ 司 法 修 習 生 ・ 法 科 大 学 院 生 ・ 大 学 生 ・ 予 備 試 験 受 験
生 等 ） の 皆 様 の 参 加 を 歓 迎 し て い ま す 。
　 参 加 を 希 望 さ れ る 方 は 、 資 料 準 備 の 都 合 上 、 事 前 に ご 連 絡 く だ さ い 。

当 日 は 、 対 面 と z o o m の ハ イ ブ リ ッ ド 方 式 で 行 い ま す 。
会 場 参 加 ・ z o o m 参 加 の い ず れ を 希 望 さ れ る か も 、 併 せ て ご 連 絡 く だ さ い 。
な お 、 会 場 参 加 者 は ２ ０ 名 ま で と さ せ て い だ き ま す 。 会 場 参 加 希 望 者 が 定 員 を 超 え た 場 合
は 、 抽 選 と さ せ て い た だ き ま す 。
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 情 勢 に よ っ て は z o o m 参 加 の み に 変 更 す る 場 合 が ご ざ い ま す 。

ま た 、 実 務 検 討 会 後 に 所 内 に て 懇 親 会 を 予 定 し て お り ま す の で 、 是 非 ご 参 加 く だ さ い 。 　
参 加 を 希 望 さ れ る 方 は 併 せ て 事 前 に ご 連 絡 く だ さ い 。

　 開 催 日 ： 2 0 2 4 年 1 0 月 2 3 日 ( 水 ) 1 8 時 3 0 分 ～
　 テ ー マ ： 障 害 者 刑 事 弁 護 　
　 講 　 師 ： 山 田 恵 太 弁 護 士 （ M i e l i 法 律 事 務 所 ）
　 　 　 　 （ 元 北 千 住 パ ブ リ ッ ク 法 律 事 務 所 所 員 ）

参 加 を ご 希 望 の 方 は
　 ● 　 お 名 前
　 ● 　 ご 所 属 （ 修 習 期 ／ ○ ○ 法 科 大 学 院 修 了 ／ ○ ○ 大 学 ○ 年 等 ）
　 ● 　 会 場 参 加 ・ Z o o m 参 加                                        
　 ● 　 懇 親 会 参 加 の 有 無
を 記 載 い た だ い た う え 、 下 記 メ ー ル ア ド レ ス 宛 に お 申 込 み く だ さ い 。

参 加 お 申 し 込 み 先 メ ー ル ア ド レ ス ： k i t a p u b i n f o @ k p - l a w . j p
※ 申 込 期 限 ： １ ０ 月 ２ ２ 日 （ 火 ） 1 6 時 ま で
※ お 申 し 込 み い た だ き ま し た ら 、 参 加 受 付 完 了 の メ ー ル を お 送 り し ま す 。
参 加 受 付 完 了 の メ ー ル が 届 き ま せ ん 場 合 、 １ ０ 月 2 ３ 日 （ 水 ） 1 6 時 ま で に ご 連 絡 く だ さ い 。

お問合せ先：info@kp-law.jp〒 1 2 0 - 0 0 3 4 　 東 京 都 足 立 区 千 住 　
 3 - 9 8 - 6 0 4  千 住 ミ ル デ ィ ス Ⅱ 番 館
　 T E L ： 0 3 - 5 2 8 4 - 2 1 0 1

＜刑事実務検討会（所内勉強会）のご案内＞
当事��では刑事��の��に�するテーマを決めて、当事���属の��⼠による�告内�をもとに
��者�員で、その理�を�める「刑事�����」を当事��にて�期的に開�しています。


